
資料１

ニーズ調査実施の報告について

奈良市子ども未来部子ども政策課
平成２５年１０月４日
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● 　９月２７日（金）調査票を発送。１０月１７日（木）までを調査期間とし、調査票の発送・回収

ともに郵送による。

　

● 　調査対象は、０～２歳児の保護者１，５００件、３～５歳児の保護者１，５００件、小学生の保

護者２，０００件をそれぞれ無作為抽出。内訳としては、

・ ０～２歳児　…　各年齢区分ごとに５００件ずつ

・ ３～５歳児　…　各年齢区分ごとに５００件ずつ

・ 小学生　　　…　各年齢区分ごとに約３３３件ずつ

● 　調査票のボリュームは、送付した見本のとおり、０～２歳児の保護者用が２０ページ、３～５歳

児の保護者用が２０ページ、小学生の保護者用が１６ページ。

１１
・
１２
月

第３回　子ども・子育て会議
（１２月１９日開催予定）

※調査結果中間報告

1
・
２
月

量
の
見
込
み

１．ニーズ調査票の発送について

２．今後のスケジュールについて

９
月

調
査
実
施

10
月

集
計
・
分
析

 ・平成２６年１月頃 … 第３回 事業計画策定部会 
  
 ・平成２６年２月頃 … 第４回 子ども・子育て会議 
 
 ・平成２６年３月頃 … 「量の見込み」を県に報告 

＜スケジュールイメージ＞ 
 
 ・９月２７日   … 調査票の発送 
 
 ・１０月２週目  … お礼状兼督促状の発送 
 
 ・１０月１７日  … 調査票回収締切 
            集計開始 
 
 ・１１月末    … 集計結果速報版の提示 
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　平成２７年度以降の子ども・子育て支援新制度に向け、現行の「奈良県こども・子育て応援プラン

」（Ｈ２２～２６奈良県次世代育成支援後期行動計画）の成果の検証を行うとともに、奈良県らしい

子育て支援策を検討し、子ども・子育て支援法に基づく県計画策定のための基礎資料とするため、県

民の子育てに関する現状と意識を調査する。

（１）調査概要について

○ 調査対象

【夫婦調査】　　…　妻が５０歳未満の夫婦

【独身者調査】　…　１８歳以上５０歳未満の独身者

○ 調査方法

調査区及び調査対象を無作為抽出したうえで、調査員が対象者に調査票を配布し、後日回収。

調査対象者が調査票に記入する。

○ 調査期間

平成２５年９月９日（月）～１０月３１日（木）

（２）設問内容について

○ 夫婦調査 ○ 独身者調査

① 基礎データ ① 基礎データ

② 夫婦の就労の状況 ② 就労の状況

③ 夫婦の結婚のきっかけ ③ 結婚観や現在の生活の状況

④ 妊娠・出産に状況 ④ 結婚、家庭、子どもを持つことへの考え

⑤ 子育ての手助けの有無と支援制度の利用状況

⑥ 子どもを持つことへの考え

⑦ 家族観・子ども観

⑧ 出産や子育てに対する不安感・負担感

⑨ 県の子育て支援策

３．奈良県が実施する「子育て実態調査」について
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資料３

子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）の概要

奈良市子ども未来部子ども政策課
平成２５年１０月４日
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　基本指針は、新たな制度の下、子ども・子育て支援法第６０条に基づき、教育・保育の提供体制の

確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に関する基本的事項並びに子ども・子育て支援事業計画

の記載事項を定め、もって教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を提供する体制の整備その他

法に基づく業務の円滑な実施が計画的に図られるようにすること等を目的とするものである。

（子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）より引用）

　具体的には、

○ 　子ども・子育て支援の意義、新制度に関する基本的事項、自治体の事業計画の作成に関する事

項、その他関連施策との連携に関する事項等を定めたもの。

○ 　国は、子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するために、子ども・子育て支援法第

６０条に基づいて、基本指針を策定。

別表第一　　市町村子ども・子育て支援事業計画必須記載事項

別表第二　　教育・保育の参酌標準

別表第三　　地域子ども・子育て支援事業の参酌標準

別表第四　　市町村子ども・子育て支援事業計画任意記載事項

別表第五　　都道府県子ども・子育て支援事業支援計画必須記載事項

別表第六　　教育・保育の参酌標準

別表第七　　都道府県子ども・子育て支援事業支援計画任意記載事項

　第三　子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項

　第五　労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇
　　　　用環境の整備に関する施策との連携に関する事項

　第六　その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項

１．基本指針とは

２．基本指針の構成

　第一　子ども・子育て支援の意義に関する事項

基
　
　
本
　
　
指
　
　
針

　第四　児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童
　　　　の福祉増進のための施策との連携に関する事項

　第二　教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に
　　　　関する基本的事項
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第一　子ども・子育て支援の意義に関する事項

（１）構成について

一　子どもの育ち及び子育てをめぐる環境

二　子どもの育ちに関する理念

三　子育てに関する理念と子ども・子育て支援の意義

四　社会のあらゆる分野における構成員の責務、役割

（２）概要について

○　「父母その他の保護者は、子育てについての第一義的責任を有する」という基本的認識と、「家

　庭は教育の原点であり、出発点である」という認識が前提。

○　子育てとは、「本来、子どもに限りない愛情を注ぎ、その存在に感謝し、日々成長する子どもの

　姿に感動して、親も親として成長していくという大きな喜びや生きがいをもたらす尊い営み」。

○　子ども・子育て支援とは、「保護者の育児を肩代わりするものではなく、保護者が子育てについ

　ての責任を果たすことや、子育ての権利を享受することが可能となるよう、地域や社会が保護者に

　寄り添い、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげることを通じて、保護者が自己肯定感を持

　ちながら子どもと向き合える環境を整え、親としての成長を支援し、子育てや子どもの成長に喜び

　や生きがいを感じることができるような支援をしていくこと」。

第二　教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に関する基本的事項

（１）構成について

一　教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に関する基本的事項

二　子ども・子育て支援に当たっての関係者の連携及び協働

　１　市町村内及び都道府県内の関係部局間の連携及び協働

　２　市町村相互間の連携及び協働並びに市町村と都道府県との連携及び協働

　３　教育・保育の提供及び地域子ども・子育て支援事業の実施に係る関係者の連携及び協働

　４　国と地方公共団体との連携及び協働

（２）概要について

○　市町村は、子ども・子育て支援新制度の実施主体として、全ての子どもに良質な成育環境を保障

　するため、それぞれの家庭や子どもの状況に応じ、子ども・子育て支援給付を保障するとともに、

　地域子ども・子育て支援事業を実施し、妊娠・出産期からの切れ目ない支援を行う。

○　具体的には、市町村は、地域の実情に応じて質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事

　業が適切に提供されるよう、計画的に提供体制を確保するとともに、その利用を支援する。

○　質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を提供するため、市町村は、国及び都道府

　県との連携だけではなく、地域の実情に応じて計画的に基盤整備を行うためにも、教育・保育施設、

　地域型保育事業を行う者その他の子ども・子育て支援を行う者が相互に連携し、協働しながら地域

　の実情に応じた取組を進めていく必要がある。

３．基本指針各章の概要
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第三　子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項

（１）構成について

一　子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項

　１　子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項

　２　子ども・子育て支援事業計画の作成のための体制の整備等

　３　教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況及び利用希望の把握

　４　計画期間における数値目標の設定

　５　住民の意見の反映

　６　他の計画との関係

二　市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項

　１　教育・保育提供区域の設定に関する事項

　２　各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保

　　の内容及びその実施時期に関する事項

三　市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する任意記載事項

四　都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する基本的記載事項

五　都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する任意記載事項

六　その他

（２）概要について

○　事業計画の策定に当たっては、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況の

　把握するとともに、保護者に対する調査等により利用希望を把握し、量の見込みを設定すること。

　その際は、市町村の関係部局間の連携を促進する取組のほか、子ども・子育て会議又は子育て当事

　者の意見を聴かなければならない。また、現行の次世代計画に係る分析・評価を行うこと。

○　市町村が事業計画に定めることとされている事項（必須記載事項）としては、①教育・保育提供

　区域の設定、②各年度の教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期、

　③各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時

　期、④子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び体制の確保の４項目。

○　需給調整の規定について、認定こども園への移行を促進するため、移行を希望する幼稚園・保育

　所があれば、この規定によらず、子ども・子育て会議における議論を経る等、透明化を図った上で

　認可・認定が行われるように設定することを基本とする。

第四　児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための

　　　施策との連携に関する事項

（１）概要について

○　市町村は要保護児童や障がい児等を含めた地域の子ども・子育て家庭全体を対象として支援の基

　盤整備を行うとし、一方、都道府県は児童相談所を中心に子どもに関する専門的な知識、技術を必

　要とする施策を推進し、市町村との連携を確保し支援を必要とする家庭に必要な支援が届くように

　取り組むものとする。

4 / 7 ページ



第五　労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関す

　　　る施策との連携に関する事項

（１）概要について

○　子ども・子育て支援施策の充実のみならず、「働き方の改革」による仕事と生活の調査の双方を

　早期に実現することが必要であり、多様な働き方に対応した子ども・子育て支援のための社会的基

　盤づくりを行うため、国において働き方の見直しや父親も子育てができる働き方の実現等の施策を

　推進するものとする。

第六　その他子ども・子育て支援のための施策の総合的な推進のために必要な事項

（１）概要について

○　子ども・子育て会議においては、毎年度、子ども・子育て支援事業計画に基づく施策等の実施状

　況について、点検・評価を行い、必要に応じて改善を促すものとする。これに対し、市町村は、点

　検・評価の結果を公表するとともに、必要な措置を講じること。
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（１）市町村子ども・子育て支援事業計画の必須記載事項

一　教育・保育提供区域の 　教育・保育提供区域の設定の趣旨及び内容、各教育・保育提供区域

　設定 の状況等を定めること。

二　各年度における教育・ 一　各年度における教育・保育の量の見込み

　保育の量の見込み並びに 　　別表第二の参酌標準を参考として、各年度における市町村全域及

　実施しようとする教育・ 　び各教育・保育提供区域について、認定区分ごと（法第１９条第１

　保育の提供体制の確保の 　項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもにあっては

　内容及びその実施時期 　年齢区分ごと。次号、次表第２号及び別表第５第２号において同じ

　。）の教育・保育の量の見込み（満三歳未満の子どもについては保

　育利用率を含む。）を定め、その算定に当たっての考え方を示すこ

　と。

二　実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実

　施時期

　　認定区分ごと及び特定教育・保育施設（特定教育・保育施設に該

　当しない幼稚園を含む）又は特定地域型保育事業の区分ごとの提供

　体制の確保の内容及びその実施時期を定めること。

三　各年度における地域子 一　地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

　ども・子育て支援事業の 　　別表第三の参酌標準を参考として、各年度における市町村全域及

　量の見込み並びに実施し 　び各教育・保育提供区域について、地域子ども・子育て支援事業の

　ようとする地域子ども・ 　種類ごとの量の見込みを定め、その算定に当たっての考え方を示す

　子育て支援事業の提供体 　こと。

　制の確保の内容及びその 二　実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保

　実施時期 　の内容及びその実施時期

　　地域子ども・子育て支援事業の種類ごとの提供体制の確保の内容

　及びその実施時期を定めること。

四　子ども・子育て支援給 　認定こども園の普及に係る基本的考え方等を定めるほか、教育・保

　付に係る教育・保育の一 育及び地域子ども・子育て支援事業の役割、提供の必要性等に係る基

　体的提供及び当該教育・ 本的考え方及びその推進方策、地域における教育・保育施設及び地域

　保育の推進に関する体制 型保育事業を行う者の連携並びに認定こども園、幼稚園及び保育所と

　の確保の内容 小学校等との連携の推進方策を定めること。

事　　項 内　　容

（参考）市町村事業計画の記載事項のまとめ
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（２）市町村子ども・子育て支援事業計画の任意記載事項

一　市町村子ども・子育て 　市町村子ども・子育て支援事業計画に係る法令の根拠、基本理念、

　支援事業計画の理念等 目的等を記載すること。

二　産後の休業及び育児休 　育児休業満了時（原則一歳到達時）からの特定教育・保育施設又は

　業後における特定教育・ 特定地域型保育事業の利用を希望する保護者が、育児休業満了時から

　保育施設等の円滑な利用 利用できるような環境を整えることが重要であることに留意しつつ、

　の確保に関する事項 産前・産後休業、育児休業期間中の保護者に対する情報提供や相談支

援等、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の計画的な整備等

各市町村の実情に応じた施策を定めること。

三　子どもに関する専門的 　児童虐待防止対策の充実、母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進

　な知識及び技術を要する 障害児施策の充実等について、都道府県が行う施策との連携に関する

　支援に関する都道府県が 事項及び各市町村の実情に応じた施策を定めること。

　行う施策との連携に関す

　る事項

四　労働者の職業生活と家 　仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し及び仕事と子育て

　庭生活との両立が図られ の両立のための基盤整備について、各市町村の実情に応じた施策を定

　るようにするために必要 めること。

　な雇用環境の整備に関す

　る施策との連携に関する

　事項

五　市町村子ども・子育て 　市町村子ども・子育て支援事業計画の作成の時期を定めること。

　支援事業計画の作成の時期

六　市町村子ども・子育て

　支援事業計画の期間

七　市町村子ども・子育て 　各年度における市町村子ども・子育て支援事業計画の達成状況を点

　支援事業計画の達成状況 検及び評価する方法等を定めること。

　の点検及び評価

事　　項 内　　容

　市町村子ども・子育て支援事業計画の期間（五年間）を定めること。
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資料４

事業計画素案の骨子作成に向けた基礎資料

奈良市子ども未来部子ども政策課
平成２５年１０月４日
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※平成２６年度については、事業計画作成の進捗状況について、

　四半期ごと等の一定の期間ごとに、県に報告・協議を行う予定。

平
成
２
６
年
度

3月

2月

1月

平
成
２
５
年
度

10月

10月～12月

7月～9月

4月～6月

1月～3月

12月

11月

１．事業計画策定までのスケジュール

第２回部会 

第３回部会 

平成２６年度
の会議開催時
期は今後調整 

現行の次世代計画の取組の評価 
 

事業計画素案の骨子の作成 
 

「量の見込み」の検討 

事業計画素案の作成 

パブリックコメント手続 
奈良県との協議 等 

事業計画策定 

素案の取りまとめ・公表 

「量の見込み」を県に報告 
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２．事業計画の構成イメージ（案）

 

（仮称）奈良市 
子ども・子育て支援

事業計画 

 

 

  ＜事業計画の構成（案）＞ 
 
   Ⅰ．事業計画の策定について 
      ○事業計画の目的・趣旨、事業計画の位置づけ 

      ○事業計画の対象・期間、本市の他計画との関係 

 
   Ⅱ．事業計画の基本的な理念・考え方について 
      ○本市の子ども・子育てに対する基本理念、基本方針     
      ○事業計画の基本目標や施策の方向 

 
   Ⅲ．子ども・子育て支援のこれからの取組について 
      ○本市の子ども・子育て環境を取り巻く状況と課題 

      ○現行施策の各分野の現状と課題 

      ○これからの取組（提供区域の設定、需給計画の策定、 

       幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び推進に関 

       する体制の確保、今後５年間の取組で目指すもの、 

       今後の取組により得られる効果） 

 
   Ⅳ．各区の実施計画について 
      ○各提供区域における５か年の需給計画 

       （教育・保育と地域子ども・子育て支援事業の量の 

        見込み、確保の内容、実施時期） 

 
   Ⅴ．計画の推進体制について 
      ○事業計画の点検・評価の実施と手法 

 
   Ⅵ．事業一覧・参考資料等 
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（１）骨子の検討に当たっての視点について

　事業計画素案の骨子の検討に当たっては、以下の視点をベースとします。

１．読み手を意識した構成、レイアウト

　子ども・子育て会議及び子ども・子育て支援事業計画は、行政職員だけではなく、子育て当事

者として、現在子育て中の保護者の方、子育て支援事業に従事している方をはじめ、様々な関係

者の参画によって作り上げられるもの。

　よって、子育て当事者が参加して作り上げたと実感できるもの、読んでみたいと感じてもらえ

るもの、つまり現行の次世代育成支援行動計画の構成にとらわれたものや、「行政の計画」その

ものにならないよう検討。

（検討いただきたいポイント）

・ 「奈良市子ども・子育て支援事業計画」ではなく、「○○プラン」としてみてはどうか。

・ 利用者の視点を考慮して、子どもの年齢やライフステージに応じた利用可能な事業・サ

サービスを整理したページを計画の前半に入れてみてはどうか。

・ 細かな事業一覧は、参考資料に掲載し、各区域ごとに現状の課題と今後の目標に重きを

置いてはどうか。

・ 単なる整備目標だけではなく、目標達成後の保護者への効果、影響を初めの部分で明示

してはどうか。

２．現行の次世代計画との関連性（資料５及び６参照）

　本市では、「豊かな心を持ち、未来をひらく子どもを育むまち・なら」という基本理念のもと

奈良市次世代育成支援行動計画を策定し、現在は後期計画（平成２２年度～２６年度）に基づき

各種子育て支援に関する施策及び事業を実施している。

　現行の次世代計画は、平成２６年度に終了することから、本市の子ども・子育て支援事業計画

の策定に当たっては、現行の次世代計画の考え方や内容を踏まえつつ、事業計画に引き継ぐ内容

を検討するものとする。

　ただし、新制度の方針をまとめた「子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）」の内容や

奈良市子ども・子育て会議及び部会からの提出意見については、反映・修正するものとする。

（検討いただきたいポイント）

・ 現行計画を踏襲するものが、基本理念や基本目標等の計画に対する考え方はそのままで

よいのかどうか。

３．関連施策との連携について

　子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）において、市町村が定める事業計画に記載する

内容のうち、

　①産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項

　②子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に

　　関する事項

　③労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に

　　関する施策との連携に関する事項

については、事業計画の任意記載事項と定められているが、例えばワーク・ライフ・バランスと

子ども・子育て支援新制度は、車の両輪と考えられることから、本市の事業計画を策定する際は、

関係する他課所管の計画と連携・整合を図るという形で策定する。

３．事業計画素案の骨子（案）について
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（検討いただきたいポイント）

・ 任意記載事項については、他課所管の計画との整合性を保つため、基本的には既存の部門計

画に委ねることとし、必要に応じて事業計画にもその内容を記載するという形ではどうか。

４．計画の進行管理について

　子ども・子育て会議の役割の一つとして、事業計画策定後のＰＤＣＡサイクルの確保が挙げら

れるが、子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）においては、「市町村子ども・子育て支

援事業計画の達成状況の点検及び評価」に関する事項は、任意記載事項となっている。

　しかし、現行の次世代計画では、後期計画策定後に計画の見直しが行われていないことや、子

ども・子育てを取り巻く状況は年々変化していくことからも、今回策定しようとする事業計画に

ついては、奈良市子ども・子育て会議において事業計画の点検及び評価を行う旨を明示すること

で、ＰＤＣＡサイクルを確保するものとする。

（検討いただきたいポイント）

・ 計画の点検及び評価に当たっては、市全体ではなく、区域ごとに実施してはどうか。

（問題点だけではなく、良い評価も公表。評価手法や評価時期については、別途要検討。）

・ 事業計画に定めた「量の見込み」と「確保の内容」を比較して、乖離が生じている場合等、

必要がある場合は３年目を目安として、計画を見直す旨を明示してはどうか。

・ 国の子ども・子育て会議では、「費用対効果」についても言及されていたが、「確保の内

容」の手法は様々であり、金額の大小とは直接的なつながりがあるかどうかは不透明なこ

とから、事業計画では明記しない方向で検討してはどうか。

（２）第３回部会までの事務局作業について

　第３回部会までに予定している事務局作業のうち、主な事項は次のとおり。

①事業計画素案の骨子に関する事項

○ 本日の審議結果を踏まえ、事業計画素案の骨子（案）の肉付け

○ 現行の次世代計画から引き継ぐ施策（案）の作成

○ 現行の次世代計画の取組の評価

　※必要に応じて、子ども・子育て会議委員への意見募集や、各事業所管課への照会を依頼する予定

②「量の見込み」に関する事項

○ 私立幼稚園や認可外保育施設の利用者の実態調査

（保護者へのアンケート調査ではなく、施設に対する調査を予定）
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基本理念 基本方針

―
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豊
か
な
心
を
持
ち

、
未
来
を
ひ
ら
く
子
ど
も
を
育
む
ま
ち
・
な
ら

　
　
　
　
　
１
　
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
の
最
善
の
利
益
を
優
先
す
る

　
　
　
　
　
２
　
子
ど
も
と
ふ
れ
あ
う
体
験
を
通
じ
て

、
お
と
な
も
豊
か
に
な
れ
る
ま
ち
を
め
ざ
す

　１．子どもを安心して楽しく育てられるまち

資料６　奈良市次世代育成支援後期行動計画の施策の体系

　３．様々な状況にある子どもや家庭への支援の充実

　１．仕事と子育ての両立支援の充実

基本目標（４項目） 基本施策（９項目） 主な個別施策（２２項目）

　（１）男女共同の子育ての促進
　（２）多様な子育て支援サービスの充実

　（１）子育てに関する相談体制の整備、学習機会の拡充
　（２）子育て家庭への経済的な支援の充実

　２．子育てに関する相談および経済的支援の充実

　４．家族がいつまでも健康で安全・快適に暮らせるまち 　１．健康づくり、母子保健、医療施策の充実

　３．地域で子どもや子育てを支援するまち

　１．豊かな心、未来をひらく力を育む保育・教育の創造

　２．遊びや多様な活動への支援

　２．子どもがいきいきと心豊かに育つまち

　２．子どもと子育てにやさしいまちづくりの推進 　（１）子どもと子育てにやさしい居住環境づくりの推進
　（２）子どもと子育てにやさしい生活環境づくりの推進

　（１）健康づくり、健康教育の拡充
　（２）妊産婦と子どもの健康管理の充実
　（３）医療体制の充実、保健施設等の整備

　（１）ひとり親家庭への支援の充実
　（２）障がいのある子どもまたは保護者、その家庭への支援の充実
　（３）児童虐待防止などの取り組み

　（１）豊かな感性を育て、ゆとりある保育環境の充実
　（２）豊かな人間性と「生きる力」を育む学校（園）教育の充実
　（３）児童の不安や悩み、心の問題への対応の充実

　（１）子どもにとって魅力ある遊び環境の創造
　（２）体験活動、学習活動の充実
　（３）スポーツ、芸術、文化などの振興

　（１）地域に開かれた保育所、幼稚園、学校づくりの推進
　（２）地域ぐるみの交通安全、防犯活動の推進

　（１）地域ぐるみの子育て支援の充実
　（２）地域の子育て支援活動の充実

　１．地域社会で子どもを育てる環境づくりの推進

　２．地域の子育て支援機能の強化
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